
 

 
香川県家賃応援給付⾦【申請受付要項】（概要） 

 

【給付対象】 
①国が⾏う「家賃支援給付⾦」の給付を受けた、②県内に事業所を有する中堅企業及び

中小企業その他の法人、又は、県内に住所（住⺠基本台帳に記載されていること）を有す

るフリーランスを含む個人事業者で、③賃貸借契約等に基づき他人の所有する県内の土

地又は建物を使⽤及び収益する権利を有し、賃料等を支払い、これらを⾃らの事業に供

していること。 

【受付期間】 
令和２年７月 30 日(木)から令和３年３月１日（月）まで 

（令和３年３⽉１日(⽉)の消印有効です） 
【受付方法】 

申請書類は、下記宛先に、郵送で提出してください。 
＜宛先＞ 〒760-8570 香川県高松市番町四丁目１-10 

香川県家賃応援給付⾦受付係 宛 
≪郵送される前にご確認ください≫ 
・簡易書留など郵便物の追跡ができる⽅法でお願いします。 
・封筒の裏⾯には差出人の住所・⽒名・電話番号を必ず記載してください。 
・送料は申請者側でご負担をお願いします。 
・感染予防の観点から、県庁への持参による申請は受付をしておりません。 

【申請に必要な書類の入手方法】 
申請書類は、下記、香川県のホームページからダウンロードしてください。 

＜ｱﾄﾞﾚｽ＞ https://www.pref.kagawa.lg.jp/ 

上記アドレスにアクセスのうえ、「香川県家賃応援給付⾦」をクリックし、
の専⽤ページからダウンロードをお願いします。 

≪留意点≫ 
・感染予防の観点から、可能な限り、ホームページからの入手をお願いします。 
・ホームページからの入手が困難な場合は、⾹川県庁東館受付横の配布場所、各県⺠

センター(東讃・⼩⾖・中讃・⻄讃）、市町の商工担当課、各商工会、各商工会議所
で配布します。 
※配布場所ではお問い合わせに対応しておりませんので、ご質問等は下記「⾹川県家賃応援給

付⾦コールセンター」までお願いします。 
【お問い合わせ先】 

ご不明な点は下記にて対応させていただきます。 
香川県家賃応援給付⾦コールセンター ☎０８７－８３２－３８００ 
開設日時︓ 現在開設中〜令和３年３⽉１日(⽉) 平日９時から 17 時まで 

（土日祝日、年末年始は開設しておりません。） 

※コールセンター開設当初は、お電話がたいへん込み合うことが予想されます。そのため、 
 お電話がつながりにくい状況もあると思いますが、ご理解とご協⼒をお願いします。 
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香川県家賃応援給付金【申請受付要項】 

令和２年７月 30 日 

１ 家賃応援給付金 

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の拡大により、特に大きな影響を受け、事業

収入が減少した、県内に事業所を有する中堅企業、中小企業その他の法人（以下「中小

法人等」という。）、又は、県内に住所を有するフリーランスを含む個人事業者（以下

「個人事業者」という。）に対して、固定費のうち大きな負担を占める地代・家賃の負

担軽減を図り、事業の継続を応援するため、県が予算の範囲内において、家賃応援給付

金（以下「応援給付金」という。）を給付するものとする。 

 

２ 給付対象者 

給付対象者は、次に掲げる全ての要件を満たす中小法人等及び個人事業者とする。 

（１） 国が行う家賃支援給付金（以下「国の家賃支援給付金」という。）の給付を受けて

いる(※1)こと。 

（※1）国が設置する家賃支援給付金事務局を通じ、既に銀行等口座に家賃支援給付金の振

り込みを受け、あわせて給付通知を受領していること。 

（２） 県内に事業所又は住所(※2)を有すること 

（※2）中小法人等の場合は県内に事業所を有すること（本店が県外であっても県内に事業

所を有することが証明できれば対象となる）、個人事業者の場合は県内に住所を有し

ていること。（県内市町の住民基本台帳に記載されていること。） 

（３） 県内の土地又は建物に関する賃貸借契約及びこれと類似する契約又は処分（以下

「賃貸借契約等」という。）に基づき他人の所有する土地又は建物を使用及び収益す

る権利を有し、賃料等を支払い、これらを自らの事業に供していること。 

（４） 香川県補助金等交付規則（平成 15 年香川県規則第 28 号）第５条の２(※3)各号の

いずれにも該当しないこと。 

（※3）香川県補助金等交付規則 第５条の２ 

知事は、前条の規定にかかわらず、補助金等の交付の申請をした者が次の各号のいず

れかに該当することが判明したときは、知事が別に定める場合を除き、補助金等の交付

の決定をしないものとする。 

(１) 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77

号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。） 

(２) 暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規

定する暴力団員をいう。以下同じ。） 

(３) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有すると認められる者 

（５）既に応援給付金の給付を受けていないこと。 

（６）次のいずれかに該当しないこと。 

イ 国、法人税法別表第一に規定する公共法人 

ロ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和 23 年法律第 122 号）

に規定する「性風俗関連特殊営業」又は当該営業にかかる「接客業務受託営業」

を行う事業者 
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ハ 政治団体 

ニ 宗教上の組織若しくは団体 

ホ 前各号に掲げる者の他、給付金の趣旨・目的に照らして適当でないと知事が判

断する者 

 

３ 給付額 

給付額は、１事業者につき、次に定める額とする。 

ただし、応援給付金の給付は同一の事業者に対して一回に限るものとする。 

（１） 申請者が中小法人等の場合は、国の家賃支援給付金の給付額に 10 分の１を乗じて

得た額。ただし、当該算定した額が、県内の土地又は建物に関する賃貸借契約等に

よる賃料等(※4)を基に国の家賃支援給付金の給付額の算定方法により算定した額

（以下「県内の土地又は建物の賃料等を基に算定した額」という。）に、10 分の１を

乗じて得た額より高いときは、県内の土地又は建物の賃料等を基に算定した額に、

10 分の１を乗じて得た額とする。 

（※4）賃料等とは、賃貸借契約及びこれと類似する契約又は処分に基づき自らの事業のた

めに他人の所有する土地又は建物を占有する者が、当該土地又は建物を使用及び収

益するために対価として支払う金銭（当該対価に係る租税を含む。） 

（２） 申請者が個人事業者の場合は、国の家賃支援給付金の給付額に８分の１を乗じて

得た額。ただし、当該算定した額が、県内の土地又は建物の賃料等を基に算定した

額に、８分の１を乗じて得た額より高いときは、県内の土地又は建物の賃料等を基

に算定した額に、８分の１を乗じて得た額とする。 

※給付金の上限額は、中小法人等の場合は 60 万円、個人事業者の場合は 37.5 万円 

 

４ 申請期間 

応援給付金の申請受付は、令和２年７月 30 日（木）から令和３年３月１日（月）ま

でとする。（令和３年３月１日(月)の消印有効） 

 

５ 申請に必要な書類 

申請者は、次に掲げる書類を提出するものとする。 

なお、申請に必要な書類の写しは、Ａ４サイズでお願いします。 

※県内に事業所を有する中小法人等（県内に本店を置く場合のみ）、または県内に住所

（住民基本台帳に記載されていること）を有する個人事業者の場合は、下記の書類を

提出してください。 

（１）香川県家賃応援給付金申請書（第１号様式） 

・申請書の記載は、全てペン又はボールペンで記載してください（消えるボールペンは

使用不可）。ただし、「香川県家賃応援給付金申請額計算書」については、県ホームペ

ージ（ｱﾄﾞﾚｽ：https://www.pref.kagawa.lg.jp/）からダウンロードしたエクセルファイ

ルを利用して、パソコンで必要事項を入力し、印刷したものでも可。 

・「香川県家賃応援給付金申請額計算書」には、国の家賃支援給付金で申請した土地・建
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物のうち、県内の物件のみの情報を記載してください。 

・「誓約書」は、誓約内容を確認のうえ、中小法人等の場合は代表者が、個人事業者の場

合は申請者本人が、自筆で署名してください。自筆で署名がされていない場合は、再

提出をお願いすることになります。 

※詳しくは「記載例」（法人用：10 ページ、個人業者用：14 ページ）をご覧くださ

い。 

※応援給付金の振込口座は、国の家賃支援給付金の振込口座（国の家賃支援給付金の

給付通知書に記載された口座）を記載してください。 

（２）国の家賃支援給付金の給付通知（はがき）の写し 《６ページに見本あり》 

・家賃支援給付金事務局から送付を受けた国の家賃支援給付金の給付通知のうち、申請者

の住所及び申請番号、法人名又は個人事業者氏名、給付金額、振込口座が記載されてい

る部分が印刷されている部分の写し（はがきのオモテ面（住所、 

氏名等の記載がある面）とウラ面（給付金額、振込口座等の記載がある面）どちらも）が

必要です。 

・Ａ４用紙に貼り付けるか、Ａ４用紙にコピーしてご提出ください。 

※応援給付金は、国の家賃支援給付金の給付通知に記載された口座に振り込みますの

で、振込口座の金融機関名、金融機関の店名、口座種別、口座番号及び口座名義人

の記載に誤りがないか、念のためご確認ください。 

・コピーに際しては、縮小をせず可能な限り鮮明になるようご注意ください。 

※国の家賃支援給付金の給付通知書を紛失した等の理由により、国の家賃支援給付金の

給付通知書の写しを提出できない場合は、４ページ枠囲いの(ア)から（ウ）の書類

を、上記の書類に代えて提出してください。 

（３）賃貸借契約書等の写し 

・国の家賃支援給付金の申請時に提出した賃貸借契約書及び賃貸借契約等証明書の写し（香川

県内に所在する土地又は建物に関するもののみ）が必要です。 

・賃貸借契約書等の写しは、契約書の全ページの写しが必要です。 

 

（４）賃料等の支払い実績を証明する書類（国への申請日の直前３か月分） 

・国の家賃支援給付金の申請時に提出した国への申請日の直前 3 か月分の賃料等を支払った事

実を確認できる通帳、振込明細書、領収書（香川県内に所在する土地又は建物に関するもの

のみ）のいずれか 1 つの写しが必要です。 

・通帳等の書類が提出できない場合は、国の家賃支援給付金の申請時に提出した支払実績証明

書の写しが必要です。 

 

（５）賃料等の支払い実績を証明する書類（県への申請日の直前１か月分） 

・県への応援給付金の申請日の直前 1 か月分の賃料等を支払った事実を確認できる通帳、振込

明細書、領収書（香川県内に所在する土地又は建物に関するもののみ）のいずれか 1 つの写

しが必要です。 
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・通帳等の書類が提出できない場合は、新たに国の様式を利用して作成した申請日の直前 1か

月分の賃料等の支払実績証明書の写しが必要です。 

 

（６）国の家賃支援給付金が振り込まれた通帳等の写し 《７ページに見本あり》 

・国の家賃支援給付金が振り込まれた通帳等の口座名義人、金融機関名、金融機関の店

名、口座種別及び口座番号が記載されたページ（通帳の表紙と開いた１ページ目と２

ページ目）の写し。 

※コピーが不鮮明な場合や、口座名義人、金融機関名、金融機関の店名、口座種別及び

口座番号が１つでも確認できない場合は、応援給付金の振込ができない場合がありま

すので、ご注意ください 

※インターネットバンキングをご利用の方は、上記の事項が記載された画面のコピーで

も差し支えありません。 

（７）本人確認書類の写し（個人事業者のみ） 

・運転免許証（両面）、マイナンバーカード（オモテ面のみ）《８ページに見本あり》（ウ

ラ面は個人番号が記載されているため、添付しないでください。なお、個人番号通知

カードは身分証明書として利用できないため、本人確認書類とはなりません。）、写真

付き住民基本台帳カード（オモテ面のみ）、住民票のいずれか１つの写しを、住所、氏

名がはっきりと判別できる形で提出してください。 

・外国人の場合、在留カード・特別永住者証明書・外国人登録証明書（両面）のうち、いず

れか１つの写しを提出してください。 

※県外に本店を置く中小法人等が申請する場合は、上記の（１）～（６）に加え、

（８）の書類を提出してください。 

（８）県内に事業所を有することを証明する書類 《９ページに見本あり》 

・直近の「法人県民税・事業税・特別法人事業税・地方法人特別税確定申告書」の写し

を提出してください。 

・これらの写しが無い場合は、法人県民税・法人事業税・特別法人事業税・地方法人特別税

の納税証明書や法人（設立・異動）届の写しを提出してください。 

国の家賃支援給付金の給付通知書を紛失した等の理由により、国の家賃支援給付金の

給付通知書の写しを提出できない場合は、上記の書類に加え、次の書類を提出してく

ださい。 

（ア）国の家賃支援給付金給付通知の紛失等申立書（第２号様式）（35 ページ） 

・中小法人等の場合は代表者が、個人事業者の場合は申請者本人が、自筆で署名して

ください。 

（イ）国の家賃支援給付金の給付を受けたことが記帳された通帳等の写し 

《７ページに見本あり》 
・国の家賃支援給付金が振り込まれた通帳のうち、家賃支援給付金の振込金額とお支

払金額欄に記載された振込主が確認できるページの写しを提出してください。 

・インターネットバンキング利用の場合は、家賃支援給付金の振込金額と振込主が記

載された画面のコピー 

※ 
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（ウ）国の家賃支援給付金のマイページの写し 

・申請者が国の家賃支援給付金ホームページで作成したマイページで、国の申請番号

及び申請者名が記載された画面のコピーを提出してください。 

 

６ 給付の決定、通知等 

申請書類の受理後、内容を審査し、適正と認められるときは応援給付金を、国の家賃

支援給付金が振り込まれた口座（国の家賃支援給付金の給付通知書に記載されている口

座）に、口座振替払いにより給付します。 

給付・不給付の結果は、文書により通知します。 

 

７ その他 

提出書類が揃っていない場合など、確認の必要がある場合は、改めて電話、メール等

で聞き取りをする場合があります。  
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添付書類の見本 

●「５ 申請に必要な書類」のうち、 

「（２）国の家賃支援給付金の給付通知（はがき）」の見本は以下のとおりです。 

※はがきのオモテ面（宛名住所記載）とウラ面（給付金額記載）どちらも提出ください。 

【中小法人等の場合】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【個人事業者の場合】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「家賃支援給付金」事務局ホームページ（https://yachin-shien.go.jp/index.html）より 
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●「５ 申請に必要な書類」のうち、 

・「（６）国の家賃支援給付金が振り込まれた通帳等の写し」の、通帳の表紙と

開いた１ページ目と２ページ目の見本は以下のとおりです。 

「通帳の表紙」 

 

「通帳を開いた１ページ目と２ページ目」 

 
・４ページ枠囲いの（イ）の「国の家賃支援給付金の給付を受けたことが記帳

された通帳等の写し」の見本は以下のとおりです。 

 
  

年月日 適用 お支払い お預り 差引残高

1  19-04-01 振替 12,567,000

2  19-04-05 振込 100,000 12,467,000

3  19-04-07 現金 70,000 12,397,000

4  19-04-10 90,000 12,307,000

5  19-04-15 振替 20,000 12,287,000

6  19-04-20 振込 家賃支援給付金 600,000 12,887,000

7  19-04-23 振込 50,000 12,837,000

8  19-04-25

通帳の記帳面
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●「５ 申請に必要な書類」のうち、個人事業者が提出する 

「（７）本人確認書類の写し」のうち「マイナンバーカードの写し（オモテ面）」

の見本は以下のとおりです。 

 

 

（オモテ面）           （ウラ面） 
  

※マイナンバーカードのウラ面は、個人番号が記載されているため、添付しない

でください。 

※個人番号通知カードは、身分証明書として利用できないため本人確認書類と

はなりませんので、添付しないでください。 
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●「５ 申請に必要な書類」のうち、県外に本店を置く中小法人等が提出する 

「（８）県内に事業所を有することを証明する書類」：法人県民税・事業税・特別

法人事業税・地方法人特別税確定申告書の見本は以下のとおりです。 

「法人県民税・事業税・特別法人事業税・地方法人特別税確定申告書」 
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香川県知事 殿                                申請日：令和 ●年 ●月 ●日 

香川県家賃応援給付金申請書（法人用） 

香川県家賃応援給付金給付要綱第４条の規定により、関係書類を添えて申請します。 

【法人情報】 

本店所在地 

〒７６０－００００ 

香川県高松市●●町●●丁目●－● 

フリガナ カブシキカイシャ マルマル 

法人名 株式会社●● 

法人番号(13 ケタ) １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ ０ １ ２ ３ 

業種 
（日本標準産業分類） 大分類 ⑨卸売業・小売業 

 

【代表者情報】 

代表者役職 代表取締役 

フリガナ カガワ タロウ 

代表者氏名 香川 太郎 

フリガナ カガワ ハナコ 

担当者氏名 香川 花子 

担当者 
電話番号 

０９０－●●●●－●●●● 
※携帯電話など日中に連絡可能な電話番号を記入してください。 

E-mail  ●●●@●●●●.co.jp 
 

【振込口座】※国の家賃支援給付金の振込と同じ振込口座をご記入ください。 

口座種別 
（該当に✔） ☑ 普通    □ 当座  

金融機関コード 
（４ケタ） １ ２ ３ ４ 支店コード 

（３ケタ） １ ２ ３ 

金融機関名  ●●銀行 支店名  ●●支店 

口座番号 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７  

フリガナ  カ）マルマル 

口座名義  株式会社●● 

 ※金融機関コードは、支店コードは別表をご参照ください。 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

給付決定額 円  ←※給付決定額は県事務局で記入します。 

受付 
番号 

（※受付番号は県事務局が記入します） 

（第１号様式） 記載例 

次の中から業種を１つ選択してくだ
さい。 
①農業・林業 
②漁業 
③鉱業，採石業，砂利採取業 
④建設業 
⑤製造業 
⑥電気・ガス・熱供給・水道業 
⑦情報通信業 
⑧運輸業・郵便業 
⑨卸売業・小売業 
⑩金融業・保険業 
⑪不動産業・物品賃貸業 
⑫学術研究、専門・技術ｻｰﾋﾞｽ業 
⑬宿泊業・飲食ｻｰﾋﾞｽ業 
⑭生活関連ｻｰﾋﾞｽ業・娯楽業 
⑮教育，学習支援業 
⑯医療，福祉 
⑰複合ｻｰﾋﾞｽ事業 
⑱ｻｰﾋﾞｽ業(他に分類されないもの) 
⑲分類不能の産業 

国の家賃支援給付金の振り込みと同じ振込
口座を記載してください。 

別表(18 ページ)をご参照ください。 
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 【誓約書】 

香川県家賃応援給付金申請をするに当たり、下記の内容について誓約します。 

・応援給付金の受給後も、事業を継続する意思があります。 

・給付対象条件を満たしています。 

・賃貸借契約等に基づいて、自ら営む事業のために他者の所有する土地又は建物を使

用及び収益しています。 

・申請に係る土地又は建物を他者に転貸していません。 

・申請に係る土地又は建物が転貸を制限する条項に違反していることを、契約時に認

識していませんでした。 

・法律上の原因なく又は違法に土地又は建物を使用及び収益していません。 

・申請に係る土地又は建物に関し、自己取引及び親族間取引を行っていません。 

・この申請書の記載内容は、事実に相違ありません。 

・過去に応援給付金の給付を受けておりません。 

・香川県知事から検査・報告・是正のための措置の求めがあった場合は、これに応じ

ます。 

・この申請書に虚偽の記載があった場合は、香川県知事の求めに従い、応援給付金の

全額を即時返還するとともに、加算金等の支払いに応じます。 

・香川県補助金等交付規則第５条の２各号(※)に掲げる者のいずれにも該当しませ

ん。 

 

代表者職・氏名               
                       （代表者が自筆で署名してください。） 

 

※香川県補助金等交付規則（平成 15 年香川県規則第 28 号）第５条の２は下記のとおりです。必

ず内容を確認して申請書に署名してください。 

知事は、前条の規定にかかわらず、補助金等の交付の申請をした者が次の各号のいずれかに

該当することが判明したときは、知事が別に定める場合を除き、補助金等の交付の決定をしな

いものとする。 

(1) 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 ３年法律第 77 号）

第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。） 

(2) 暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する

暴力団員をいう。以下同じ。） 

(3) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有すると認められる者 

記載例 

内容を確認し、代表者が自筆

で署名してください。 
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【提出書類の確認】 

必要書類が添付されていることをご確認のうえ、□に✔を付けてください。 

☑ ①香川県家賃応援給付金申請書（第１号様式） 

※すべての項目を記載しているか（記入漏れがないか）。 

※【法人用】香川県家賃応援給付金申請額 計算書が添付されているか。 

国の家賃支援給付金で申請した物件と同じ情報で計算出来ているか。 

 

※【誓約書】が添付されているか。代表者が内容を確認し、自筆で署名したか。 

☑ ②国の「家賃支援給付金の給付通知」（はがき）の写し（ｵﾓﾃ面・ｳﾗ面のいずれも必要） 

  ※家賃支援給付金事務局から送付された国の「家賃支援給付金の振込のお知らせ」（はがき）の

写しが添付されているか。 

☑ ③賃貸借契約書等の写し 

  ※国の家賃支援給付金の申請時に提出した賃貸借契約書、賃貸借契約等証明書の写しが添付され

ているか（香川県内に所在する物件のみ）。 

☑ ④賃料等の支払い実績を証明する書類（国への申請日の直近３か月分） 

  ※国の家賃支援給付金の申請時に提出した国への申請日の直前３か月分の賃料等を支払った事実

を確認できる通帳等の写し、振込明細書、領収書、国へ提出した支払実績証明書が添付されて

いるか。 

☑ ⑤賃料等の支払い実績を証明する書類（県への申請日の直近１か月分） 

  ※県への応援給付金の申請日の直前１か月分の賃料等を支払った事実を確認できる通帳等の写

し、振込明細書、領収書、支払実績証明書が添付されているか。 

☑ ⑥県内に事業所を有することを証する書類の写し               

（県外に本店を置く中小法人等のみ、提出が必要となります。） 

  ※「法人県民税・事業税・特別法人事業税・地方法人特別税確定申告書」の写しが添付されてい

るか。 

☑ ⑦国の家賃支援給付金が振り込まれた通帳等の写し 

  ※国の家賃支援給付金が振り込まれた通帳の口座名義人、金融機関名、金融機関の店名、口座種

別及び口座番号が記載されたページ（通帳を開いた１・２ページ目）の写しが添付されている

か。 

※インターネットバンキング利用の場合は、国の家賃支援給付金が振り込まれた口座の口座名義

人、金融機関名、金融機関の店名、口座種別及び口座番号が記載された画面のコピーが添付さ

れているか。 

①～⑦の□に✔を付

け、提出書類を最終確

認してください。 

記載例 
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香川県知事 殿                                申請日：令和●年 ●月 ●日 

香川県家賃応援給付金申請書（個人事業者用） 

香川県家賃応援給付金給付要綱第４条の規定により、関係書類を添えて申請します。 

【申請者】 

住所 

〒７６０－００００ 

香川県高松市●●町●●丁目●－● 

フリガナ カガワ タロウ 

氏名  香川 太郎 

携帯電話 
０９０－●●●●－●●●● 

※日中に連絡可能な電話番号を記入してください。 

E-mail ●●●@●●●●.ne.jp 

屋号・雅号 
（無ければ無記入）  ●●●●●●● 

業種 
（日本標準産業分類） 大分類  ⑨卸売業・小売業 

 
 

【振込口座】※国の家賃支援給付金の振込と同じ振込口座をご記入ください。 

口座種別 
（該当に✔） ☑ 普通    □ 当座 

 

金融機関コード 
（４ケタ） １ ２ ３ ４ 支店コード 

（３ケタ） １ ２ ３ 

金融機関名  ●●銀行 支店名  ●●支店 

口座番号 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７  

フリガナ  カガワ タロウ 

口座名義  香川 太郎 

※金融機関コードは、支店コードは別表をご参照ください。 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

給付決定額 円  ←※給付決定額は県事務局で記入します。 

 

 

 

 

 

受付 
番号 

（※受付番号は県事務局が記入します）

（第１号様式） 記載例 

次の中から業種を１つ選択してく
ださい。 
①農業・林業 
②漁業 
③鉱業，採石業，砂利採取業 
④建設業 
⑤製造業 
⑥電気・ガス・熱供給・水道業 
⑦情報通信業 
⑧運輸業・郵便業 
⑨卸売業・小売業 
⑩金融業・保険業 
⑪不動産業・物品賃貸業 
⑫学術研究、専門・技術ｻｰﾋﾞｽ業 
⑬宿泊業・飲食ｻｰﾋﾞｽ業 
⑭生活関連ｻｰﾋﾞｽ業・娯楽業 
⑮教育，学習支援業 
⑯医療，福祉 
⑰複合ｻｰﾋﾞｽ事業 
⑱ｻｰﾋﾞｽ業(他に分類されないもの) 
⑲分類不能の産業 

国の家賃支援給付金の振り込みと同じ振込
口座を記載してください。 

別表(18 ページ)をご参照ください。 
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  【誓約書】 

香川県家賃応援給付金申請をするに当たり、下記の内容について誓約します。 

・応援給付金の受給後も、事業を継続する意思があります。 

・給付対象条件を満たしています。 

・賃貸借契約等に基づいて、自ら営む事業のために他者の所有する土地又は建物を使

用及び収益しています。 

・申請に係る土地又は建物を他者に転貸していません。 

・申請に係る土地又は建物が転貸を制限する条項に違反していることを、契約時に認

識していませんでした。 

・法律上の原因なく又は違法に土地又は建物を使用及び収益していません。 

・申請に係る土地又は建物に関し、自己取引及び親族間取引を行っていません。 

・この申請書の記載内容は、事実に相違ありません。 

・過去に応援給付金の給付を受けておりません。 

・香川県知事から検査・報告・是正のための措置の求めがあった場合は、これに応じ

ます。 

・この申請書に虚偽の記載があった場合は、香川県知事の求めに従い、応援給付金の

全額を即時返還するとともに、加算金等の支払いに応じます。 

・香川県補助金等交付規則第５条の２各号(※)に掲げる者のいずれにも該当しませ

ん。 

 

代表者・氏名          
                      （代表者が自筆で署名してください。） 

 

※香川県補助金等交付規則（平成 15 年香川県規則第 28 号）第５条の２は下記のとおりです。必

ず内容を確認して申請書に署名してください。 

知事は、前条の規定にかかわらず、補助金等の交付の申請をした者が次の各号のいずれかに

該当することが判明したときは、知事が別に定める場合を除き、補助金等の交付の決定をしな

いものとする。 

(1) 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 ３年法律第 77 号）

第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。） 

(2) 暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する

暴力団員をいう。以下同じ。） 

(3) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有すると認められる者 

記載例 

内容を確認し、代表者が自筆

で署名してください。 
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【提出書類の確認】 

必要書類が添付されていることをご確認のうえ、□に✔を付けてください。 

☑ ①香川県家賃応援給付金申請書（第１号様式） 

※すべての項目を記載しているか（記入漏れがないか）。 

※【個人事業者用】香川県家賃応援給付金申請額 計算書が添付されているか。 

国の家賃支援給付金で申請した物件と同じ情報で計算出来ているか。 

※【誓約書】が添付されているか。代表者が内容を確認し、自筆で署名したか。 

☑ ②国の「家賃支援給付金の給付通知」（はがき）の写し（ｵﾓﾃ面・ｳﾗ面のいずれも必要） 

  ※家賃支援給付金事務局から送付された国の「家賃支援給付金の振込のお知らせ」（はがき）の

写しが添付されているか。 

☑ ③賃貸借契約書等の写し 

  ※国の家賃支援給付金の申請時に提出した賃貸借契約書、賃貸借契約等証明書の写しが添付され

ているか（香川県内に所在する物件のみ）。 

☑ ④賃料等の支払い実績を証明する書類（国への申請日の直近３か月分） 

  ※国の家賃支援給付金の申請時に提出した国への申請日の直前３か月分の賃料等を支払った事実

を確認できる通帳等の写し、振込明細書、領収書、国へ提出した支払実績証明書が添付されて

いるか。 

☑ ⑤賃料等の支払い実績を証明する書類（県への申請日の直近１か月分） 

  ※県への応援給付金の申請日の直前１か月分の賃料等を支払った事実を確認できる通帳等の写

し、振込明細書、領収書、支払実績証明書が添付されているか。 

☑ ⑥国の家賃支援給付金が振り込まれた通帳等の写し 

  ※国の家賃支援給付金が振り込まれた通帳の口座名義人、金融機関名、金融機関の店名、口座種

別及び口座番号が記載されたページ（通帳を開いた１・２ページ目）の写しが添付されている

か。 

※インターネットバンキング利用の場合は、国の家賃支援給付金が振り込まれた口座の口座名義

人、金融機関名、金融機関の店名、口座種別及び口座番号が記載された画面のコピーが添付さ

れているか。 

☑ ⑦本人確認書類の写し 

   ※住所、氏名が確認できる、運転免許証（両面）、住民票、個人番号カード（オモテ面のみ）、在

留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書（両面）の写し等が添付されているか。 

 

記載例 

①～⑦の□に✔を付

け、提出書類を最終確

認してください。 

- 17 -



金融機関・支店コード一覧（その１） 別  表

支店名 コード

　１　地方銀行 百十四銀行 ０１７３

香川銀行 ０５７３

中国銀行 ０１６８ 高松 ５０１

高松南 ５０２

高松東 ５０３

川東 ５０９

国分寺 ５２１

阿波銀行 ０１７２ 高松 ５０１

丸亀 ５１１

伊予銀行 ０１７４ 高松 ５００

高松東 ５０３

四国銀行 ０１７５ 高松 ４０１

高松南 ４０２

伏石 ４１２

徳島大正銀行 ０５７２ 高松 ０１４

丸亀 ０１９

愛媛銀行 ０５７６ 高松 ０７１

高知銀行 ０５７８ 高松 ０５１

　２　都市銀行 みずほ銀行 ０００１ 高松法人 ０８８

高松 ６４７

三菱ＵＦＪ銀行 ０００５ 高松中央 ６２０

高松 ４８８

三井住友銀行 ０００９ 高松 ６７４

あおぞら銀行 ０３９８ 高松 ８１１

　３　信託銀行 三菱ＵＦＪ信託銀行 ０２８８ 高松 ７７０

三井住友信託銀行 ０２９４ 高松 ８７１

金融機関名 金融機関コード種別

※支店一覧は、（その２）②参照

※支店一覧は、（その２）①参照

支店
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支店名 コード
金融機関名 金融機関コード種別

支店

　４　信用金庫 高松信用金庫 １８３０

観音寺信用金庫 １８３３

信金中央金庫 １０００ 四国 ０１８

　５　信用組合 香川県信用組合 ２７２１

朝銀西信用組合 ２６７２ 香川 ００６

　６　ゆうちょ銀行 ゆうちょ銀行 ９９００

　７　農業協同組合 香川県農業協同組合 ８３３２

　８　商工中金 商工組合中央金庫 ２００４ 高松 ３７１

※支店一覧は、（その２）⑥参照

※支店一覧は、（その２）⑦参照

※支店一覧は、（その２）③参照

※支店一覧は、（その２）④参照

※支店一覧は、（その２）⑤参照
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金融機関名 金融機関コード

百十四銀行 ０１７３
支店コード 支店コード

あ 浅野出張所 ３１８ た 高瀬支店 ２８２
庵治出張所 ３１１ 高松支店 ２０１
医大前出張所 ３１４ 高松駅前出張所 ２０６
一宮出張所 ３４１ 高松市役所支店 ２０８
宇多津支店 ２６５ 詫間支店 ２８１
内海支店 ２４１ 多度津支店 ２７５
エイテイエム統括支店 ３８９ 田町支店 ２０５
円座支店 ２２３ 中央市場支店 ２１３
太田支店 ２１９ 津田支店 ２５４
大野原支店 ２８６ 鶴市出張所 ３４２

か 川島支店 ２２７ 鶴尾出張所 ３０３
瓦町支店 ２１０ 東部出張所 ３３３
観音寺支店 ２８５ 土庄支店 ２４２
観音寺市役所出張所 ３３５ 富田支店 ２５６
観音寺東部支店 ２８８ 豊浜支店 ２８７
観音寺南支店 ３４５ な 直島支店 ２３１
木太支店 ２１８ 長尾支店 ２５５
鬼無出張所 ３０５ 仁尾支店 ２８４
空港口支店 ２３０ 西支店 ２０４
県庁支店 ２０７ は 端岡出張所 ３１７
香西支店 ２２２ 畑田出張所 ３０９
国分寺支店 ２２９ 飯山支店 ２６４
琴平支店 ２７４ 東支店 ２０３
駒止支店 ２６３ 引田支店 ２５１

さ 財田代理店 ３３４ フジグラン丸亀出張所 ３６３
坂出支店 ２６１ 伏石支店 ３０４
坂出市役所出張所 ３２４ 仏生山支店 ２２１
坂出東部支店 ２６２ 振込支店 １８０
桜町出張所 ２１４ 古高松支店 ３１２
さぬき市役所出張所 ３５９ 本店営業部 １０１
三本松支店 ２５３ ま 松福支店 ２１２
塩屋出張所 ３３１ 丸亀市役所出張所 ３５７
志度支店 ２２５ 丸亀支店 ２７１
白鳥支店 ２５２ 丸亀東支店 ３２８
城西支店 ２７２ 丸亀南支店 ３２９
頭脳化センター出張所 ３５８ 満濃支店 ２７６
須田出張所 ２８０ 三木支店 ２２６
善通寺支店 ２７３ 水田支店 ３１５

三野町支店 ２８９
宮脇支店 ２１１

や 八栗支店 ２２４
屋島支店 ２２０
山本支店 ２８３
ゆめタウン高松出張所 ３０２

ら 栗林支店 ２０２
綾南支店 ２２８

金融機関・支店コード一覧（その２）①

支店名 支店名
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金融機関名 金融機関コード

香川銀行 ０５７３
支店コード 支店コード

あ 浅野支店 １２０ た 高田支店 １１１
綾歌支店 ３２０ 滝宮支店 ２０５
今里支店 １１２ 多度津支店 ３０４
内海支店 ２０７ 詫間支店 ３０７
宇多津支店 ３０２ 高瀬支店 ３１３
円座支店 １２５ 中央市場支店 １１３
岡本支店 １１９ 勅使支店 １１４

か 潟元支店 １２３ 鶴市出張所 １２６
川島支店 １３３ 津田支店 ２０２
観音寺支店 ３０９ 通町支店 １０５
観音寺東支店 ３１７ 土器町出張所 ３１９
木太支店 １１０ な 長尾支店 ２０４
空港口支店 １２８ は 飯山支店 ３１０
郡家支店 ３１２ 兵庫町支店 １０２
源平通出張所 １３０ 東支店 １０４
県庁支店 １３５ 仏生山支店 １０９
香西支店 １０６ 福岡町支店 １３１
国分寺支店 １１８ 伏石支店 １３２
琴平支店 ３０６ 本店営業部 １００

さ 西宝町支店 １０７ ま 丸亀支店 ３０３
三条支店 １１５ 丸亀西支店 ３１１
三本松支店 ２０１ 満濃支店 ３１６
坂出支店 ３０１ 南新町出張所 １０１
坂出東支店 ３１５ 水田支店 １１７
志度支店 ２０３ 宮脇町出張所 １２９
小豆島支店 ２０６ 三木支店 ２０９
白鳥支店 ２０８ 南出張所 ３１４
善通寺支店 ３０５ や 屋島支店 １０８

ら 栗林支店 １０３

金融機関・支店コード一覧（その２）②

支店名 支店名
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金融機関名 金融機関コード

高松信用金庫 １８３０
支店コード 支店コード

あ 一宮支店 ０３８ な 西通町支店 ０２２
宇多津支店 ０５８ は 八本松支店 ０２４
太田支店 ０４０ 花園支店 ０２６

か 片原町支店 ０２５ 仏生山支店 ０３６
観音寺支店 ０７１ 本店営業部 ０２０
木太支店 ０２９ ま 丸亀支店 ０６０
空港口支店 ０４５ 丸亀南支店 ０７０
国分寺支店 ０４７ 丸亀城西支店 ０５９
琴平支店 ０６３ 三木支店 ０５０

さ 三本松支店 ０４６ 元山支店 ０３０
坂出支店 ０５２ や 屋島支店 ０２８
坂出東支店 ０５５ ら 栗林支店 ０２１
志度支店 ０５３ レインボー支店 ０３１
善通寺支店 ０６２

た 高瀬支店 ０７２
多度津支店 ０６４
弦打支店 ０３２
土庄支店 ０５１

金融機関名 金融機関コード

観音寺信用金庫 １８３３
支店コード 支店コード

あ 大野原支店 ００５ な 仁尾支店 ００８
か 国道支店 ０１３ は 本店営業部 ００１
さ 財田支店 ０１２ ま 丸亀支店 ０１５

坂出支店 ０１６ 港支店 ００２
茂木支店 ０１４ 南支店 ００９
四国中央支店 ０１７ 三野支店 ０１１

た 高瀬支店 ００４ や 山本支店 ００６
詫間支店 ００７
豊浜支店 ００３
豊中支店 ０１０

金融機関名 金融機関コード

香川県信用組合 ２７２１
支店コード 支店コード

あ 円座支店 ００８ な 長尾支店 ０１０
か 川東支店 ００９ は 仏生山支店 ００７

観音寺支店 ０１６ 本店営業部 ００１
琴平支店 ０１５ ま 丸亀支店 ０１４

さ 坂出支店 ０１３ や 屋島支店 ００６
三本松支店 ０１２ ら 栗林支店 ００２
志度支店 ０２０
新橋支店 ００３

た 高瀬支店 ０１７
中央支店 ０１１
土庄支店 ０１８

支店名 支店名

支店名 支店名

金融機関・支店コード一覧（その２）③

支店名 支店名

金融機関・支店コード一覧（その２）④

金融機関・支店コード一覧（その２）⑤
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金融機関名 金融機関コード

ゆうちょ銀行 ９９００
支店コード 支店コード

〇〇八 ００８ 二八九 ２８９
〇一八 ０１８ 三一八 ３１８
〇一九 ０１９ 三二八 ３２８
〇二八 ０２８ 三三八 ３３８
〇二九 ０２９ 四〇八 ４０８
〇三八 ０３８ 四一八 ４１８
〇三九 ０３９ 四二八 ４２８
〇四八 ０４８ 四三八 ４３８
〇四九 ０４９ 四四八 ４４８
〇五八 ０５８ 四五八 ４５８
〇五九 ０５９ 四六八 ４６８
〇六八 ０６８ 四七八 ４７８
〇六九 ０６９ 五一八 ５１８
〇七八 ０７８ 五二八 ５２８
〇七九 ０７９ 五三八 ５３８
〇八八 ０８８ 五四八 ５４８
〇八九 ０８９ 五五八 ５５８
〇九八 ０９８ 六一八 ６１８
〇九九 ０９９ 六二八 ６２８
一〇八 １０８ 六三八 ６３８
一〇九 １０９ 六四八 ６４８
一一八 １１８ 七〇八 ７０８
一一九 １１９ 七一八 ７１８
一二八 １２８ 七二八 ７２８
一二九 １２９ 七三八 ７３８
一三八 １３８ 七四八 ７４８
一三九 １３９ 七五八 ７５８
一四八 １４８ 七六八 ７６８
一四九 １４９ 七七八 ７７８
一五九 １５９ 七八八 ７８８
一六九 １６９ 七九八 ７９８
一七九 １７９ 八一八 ８１８
一八九 １８９ 八二八 ８２８
一九九 １９９ 八三八 ８３８
二〇八 ２０８ 八四八 ８４８
二〇九 ２０９ 八五八 ８５８
二一八 ２１８ 八六八 ８６８
二一九 ２１９ 九〇八 ９０８
二二八 ２２８ 九一八 ９１８
二二九 ２２９ 九二八 ９２８
二三八 ２３８ 九三八 ９３８
二三九 ２３９ 九四八 ９４８
二四八 ２４８ 九五八 ９５８
二四九 ２４９ 九六八 ９６８
二五九 ２５９ 九七八 ９７８
二六九 ２６９ 九八八 ９８８
二七九 ２７９ 九九八 ９９８

金融機関・支店コード一覧（その２）⑥

支店名 支店名
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金融機関名 金融機関コード

香川県農業協同組合 ８３３２
支店コード 支店コード

あ 相生支店  １０１ た 高田出張所  ２６９
庵治支店  ３１６ 高松市太田支店  ３５１
綾歌支店  ５３１ 高松市西部鬼無支店  ３７４
綾上支店  ４５４ 高松市中央一宮支店  ３０１
池田支店  ４２０ 高松南部十河支店  ２６４
石田支店  １５４ 高室支店  ７６２
一ノ谷支店  ７６４ 滝宮支店  ４５８
井戸出張所  ２０７ 詫間支店  ７４１
植田支店  ２６５ 龍川出張所  ６１７
宇多津支店  ５０５ 多度津支店  ６４２
内海支店  ４０３ 田中支店  ２０４
円座支店  ３７２ 多肥支店  ３０３
大内丹生支店  １３３ 檀紙支店  ３７３
大川造田出張所  １５５ 檀紙北出張所  ３７８
王越支店  ４８１ 仲南支店  ５５９
大野原支店  ８０１ 津田支店  １７２
岡田支店  ５３５ 弦打支店  ３７５

か 香川浅野支店  ２３８ 鶴尾支店  ３０７
鴨部支店  １７４ 豊島支店  ４３６
上郷出張所  ６１２ 常磐支店  ７６３
鴨庄支店  １７５ 土庄支店  ４３１
川岡出張所  ３７１ 富田支店  １５２
川島支店  ２６３ 豊田支店  ７６５
川添支店  ２６２ 豊中支店  ７２４
川津町支店  ５０６ 豊浜支店  ８２１
川東支店  ２３２ な 直島支店  ２５１
観音寺町支店  ７６１ 長尾支店  １５６
紀伊支店  ８０２ 長炭出張所  ５５３
木太支店  ３０６ 仁尾町支店  ７６９
北浦支店  ４３４ 苗羽支店  ４０４
木太北部出張所  ３１７ は 萩原支店  ８０３
協栄支店  ５５０ 林支店  ２６１
柞田支店  ７６７ 林田支店  ４８３
香西支店  ３７６ 氷上支店  ２０５
香南支店  ２３６ 引田支店  １０２
国分寺支店  ４７１ 福田支店  ４０６
国分寺南支店  ４７２ 府中支店  ５０１
五郷支店  ８０４ 仏生山支店  ３０２
琴南支店  ５５１ 筆岡出張所  ６１５
琴平支店  ６０１ 古高松支店  ３１３

さ 財田支店  ６６５ 法勲寺支店  ５３３
幸町支店  ３４２ 報徳出張所  ５８１
坂出市支店  ４８４ 本店 ００１
坂本支店  ５３４ ま 前田支店  ２６７
桜町支店  ３４４ 松山支店  ４８２
塩上支店  ３４１ 丸亀支店  ５７０
塩江支店  ２３４ 丸亀北支店  ５８３
四海支店  ４３５ 丸亀東支店  ５７６
志度支店  １７６ 三木町支店  ２００
下笠居支店  ３７７ 三谷支店  ３０４
城南出張所  ５８０ 三野支店  ７０６
昭和出張所  ４５２ 牟礼支店  ３１５
白鳥支店  １０７ や 屋島支店  ３１４
陶支店  ４５１ 山本支店  ６６２
善通寺支店  ６１０ 与北出張所  ６１４
善通寺麻野出張所  ６１１ 吉原出張所  ６１６

た 高篠出張所  ５５８ 誉水支店  １３２
高瀬支店  ７０３ わ 和田支店  ８０５
高瀬東部支店  ７０８

支店名 支店名

金融機関・支店コード一覧（その２）⑦
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香川県知事 殿                                申請日：令和  年  月  日 

香川県家賃応援給付金申請書（法人用） 

香川県家賃応援給付金給付要綱第４条の規定により、関係書類を添えて申請します。 

【法人情報】 

本店所在地 

〒 

  

フリガナ   

法人名   

法人番号(13 ケタ)              

業種 
（日本標準産業分類） 大分類   

 

【代表者情報】 

代表者役職   

フリガナ   

代表者氏名   

フリガナ   

担当者氏名   

担当者 
電話番号 

  

※携帯電話など日中に連絡可能な電話番号を記入してください。 

E-mail   

 

【振込口座】※国の家賃支援給付金の振込と同じ振込口座をご記入ください。 

口座種別 
（該当に✔） □ 普通    □ 当座  

金融機関コード 
（４ケタ）     

支店コード 
（３ケタ）    

金融機関名   支店名   

口座番号         

フリガナ   

口座名義   

 ※金融機関コードは、支店コードは別表をご参照ください。 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

給付決定額 円  ←※給付決定額は県事務局で記入します。 

受付 
番号 

（※受付番号は県事務局が記入します） 

（第１号様式） 
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）
用

途
(
使

用
目

的
)

①
2
0
2
0
年

３
月

3
1
日

時
点

の
賃

貸
借

契
約

書
上

の
賃

料
及

び
共

益
費

・
管

理
費

(
月

額
/
税

込
)
(
売

上
に

応
じ

て
賃

料
の

金
額

が
変

わ
る

場
合

は
2
0
2
0

年
３

月
の

支
払

実
績

)

②
国

の
家

賃
支

援
給

付
金

申
請

日
直

前
１

か
月

以
内

に
支

払
っ

た
賃

料
及

び
共

益
費

・
管

理
費

(
月

額
/
税

込
)

(
5
)

(
6
)

Ｃ
＝

Ｄ
＋

Ｅ

①
と
②

を
比
較

し
て

、
低

い
方
の

金
額
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(
１
)
：
Ａ
欄

に
つ
い
て

　
国
の
給
付
通

知
「
家
賃
支
援

給
付
金
の
振

込
の
お
知
ら
せ

」
（
は
が
き

）
に
記
載
さ

れ
て
い
る
給
付

金
額
を
入
力

（
記
載
）
し
て

く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
金
額

は
円
単
位
で
入

力
（
記
載
）

し
て
く
だ
さ
い

（
以
下
、
同

じ
）
。

　
 
(
２
)
：
Ｂ
欄

に
つ
い
て
（

当
E
x
c
e
l
フ
ァ

イ
ル
を
ご
利
用

の
方
は
自
動

計
算
さ
れ
ま

す
。
）

　
Ａ
×
1
/
1
0
 
で

計
算
し
て
く

だ
さ
い
（
１
円

未
満
切
り
捨

て
）
。

　
 
(
３
)
：
物
件

情
報
に
つ
い

て

　
・
国
に
提
出

し
た
賃
貸
借
契

約
書
等
の
う

ち
、
香
川
県
内

に
所
在
す
る

物
件
の
情
報

を
入
力
（
記
載

）
し
て
く
だ

さ
い
。

　
・
①
【
2
0
2
0
年
３
月
3
1
日
時

点
の
賃
貸
借

契
約
書
上
の
賃

料
及
び
共
益

費
・
管
理
費

（
月
額
/
税
込

）
（
売
上
に
応

じ
て
賃
料
の

金
額
が
変
わ
る

場
合
は
2
0
2
0
年
３
月
の
支
払

実
績
）
】
を

　
　
入
力
（
記

載
）
し
て
く
だ

さ
い
。

　
　
※
 
賃
貸
借

契
約
に
お
い

て
複
数
月
分
の

賃
料
を
ま
と

め
て
支
払
う

こ
と
と
さ
れ
て

い
る
場
合
は

、
当
該
賃
料
を

１
か
月
分
に

平
均
し
た
金
額

を
入
力
（
記

載
）
し
て
く
だ

さ
い
。

　
　
※
 
賃
料
が

売
上
額
に
連

動
し
て
い
る
場

合
な
ど
、
月

ご
と
に
変
動

す
る
場
合
は
、

2
0
2
0
年
３
月

に
賃
料
等
と
し

て
支
払
っ
た

金
額
を
入
力
（

記
載
）
し
て

く
だ
さ
い
。

　
・
②
【
国
の

家
賃
支
援
給
付

金
申
請
日
直

前
１
か
月
以
内

に
支
払
っ
た

賃
料
及
び
共

益
費
・
管
理
費

（
月
額
/
税
込

）
】
を
入
力

（
記
載
）
し
て

く
だ
さ
い
。

　
　
※
 
複
数
月

分
の
賃
料
等

を
ま
と
め
て
支

払
っ
て
い
る

場
合
に
は
、

国
の
給
付
金
申

請
日
の
直
前

の
支
払
い
を
１

か
月
分
に
平

均
し
た
金
額
を

入
力
（
記
載

）
し
て
く
だ
さ

い
。

　
 
(
４
)
：
Ｃ
欄

に
つ
い
て
（

当
E
x
c
e
l
フ
ァ

イ
ル
を
ご
利
用

の
方
は
自
動

計
算
さ
れ
ま

す
。
）

　
①
の
合
計
金

額
と
②
の
合
計

金
額
を
比
較

し
て
、
低
い
方

の
金
額
を
記

載
し
て
く
だ

さ
い
。

 
 
 
(
５
)
：
Ｄ
欄

と
Ｅ
欄
に
つ

い
て
（
当
E
x
c
e
l
フ
ァ
イ
ル
を

ご
利
用
の
方

は
自
動
計
算

さ
れ
ま
す
。
）

　
・
算
定
基
礎

額
Ｃ
の
う
ち
、

7
5
0
,
0
0
0
円
以

下
の
金
額
を

Ｄ
欄
に
記
載

し
て
く
だ
さ
い

。

　
・
算
定
基
礎

額
Ｃ
の
う
ち
、

7
5
0
,
0
0
0
円
を

超
え
る
金
額

を
Ｅ
欄
に
記

載
し
て
く
だ
さ

い
。

 
 
 
(
６
)
：
Ｆ
欄

と
Ｇ
欄
に
つ

い
て
（
当
E
x
c
e
l
フ
ァ
イ
ル
を

ご
利
用
の
方

は
自
動
計
算

さ
れ
ま
す
。
）

　
・
Ｆ
欄
に
は

、
Ｄ
×
２
/
３

 
で
計
算
し
た

額
（
１
円
未
満

切
り
捨
て
）

を
記
載
し
て

く
だ
さ
い
。

　
・
Ｇ
欄
に
は

、
Ｅ
×
１
/
３

 
で
計
算
し
た

額
（
１
円
未
満

切
り
捨
て
）

を
記
載
し
て

く
だ
さ
い
。

 
 
 
(
７
)
：
Ｈ
欄

に
つ
い
て
（

当
E
x
c
e
l
フ
ァ

イ
ル
を
ご
利
用

の
方
は
自
動

計
算
さ
れ
ま

す
。
）

　
（
Ｆ
＋
Ｇ
）

×
６
 
で
計
算

し
た
額
を
記
載

し
て
く
だ
さ

い
。
た
だ
し

、
上
限
6
,
0
0
0
,
0
0
0
を
超
え
る

場
合
は
、
「

6
,
0
0
0
,
0
0
0
0
」

と
記
載
し
て

く
だ
さ
い
。

 
 
 
(
８
)
：
I
 
欄

に
つ
い
て
（

当
E
x
c
e
l
フ
ァ

イ
ル
を
ご
利
用

の
方
は
自
動

計
算
さ
れ
ま

す
。
）

　
Ｈ
×
１
/
1
0
 
で
計
算
し
た
額

（
１
円
未
満

切
り
捨
て
）
を

記
載
し
て
く

だ
さ
い
。

 
 
 
(
９
)
：
香
川

県
家
賃
応
援

給
付
金
申
請
額

 
に
つ
い
て
（

当
E
x
c
e
l
フ

ァ
イ
ル
を
ご
利

用
の
方
は
自

動
計
算
さ
れ
ま

す
。
）

　
Ｂ
の
金
額
と

Ｉ
の
金
額
を
比

較
し
て
、
低

い
方
の
金
額
を

記
載
し
て
く

だ
さ
い
。

■
入

力
（

記
載

）
手

順
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 【誓約書】 

香川県家賃応援給付金申請をするに当たり、下記の内容について誓約します。 

・応援給付金の受給後も、事業を継続する意思があります。 

・給付対象条件を満たしています。 

・賃貸借契約等に基づいて、自ら営む事業のために他者の所有する土地又は建物を使

用及び収益しています。 

・申請に係る土地又は建物を他者に転貸していません。 

・申請に係る土地又は建物が転貸を制限する条項に違反していることを、契約時に認

識していませんでした。 

・法律上の原因なく又は違法に土地又は建物を使用及び収益していません。 

・申請に係る土地又は建物に関し、自己取引及び親族間取引を行っていません。 

・この申請書の記載内容は、事実に相違ありません。 

・過去に応援給付金の給付を受けておりません。 

・香川県知事から検査・報告・是正のための措置の求めがあった場合は、これに応じ

ます。 

・この申請書に虚偽の記載があった場合は、香川県知事の求めに従い、応援給付金の

全額を即時返還するとともに、加算金等の支払いに応じます。 

・香川県補助金等交付規則第５条の２各号(※)に掲げる者のいずれにも該当しませ

ん。 

 

代表者職・氏名              
                       （代表者が自筆で署名してください。） 

 

※香川県補助金等交付規則（平成 15 年香川県規則第 28 号）第５条の２は下記のとおりです。必

ず内容を確認して申請書に署名してください。 

知事は、前条の規定にかかわらず、補助金等の交付の申請をした者が次の各号のいずれかに

該当することが判明したときは、知事が別に定める場合を除き、補助金等の交付の決定をしな

いものとする。 

(1) 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 ３年法律第 77 号）

第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。） 

(2) 暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する

暴力団員をいう。以下同じ。） 

(3) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有すると認められる者 
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【提出書類の確認】 

必要書類が添付されていることをご確認のうえ、□に✔を付けてください。 

□ ①香川県家賃応援給付金申請書（第１号様式） 

※すべての項目を記載しているか（記入漏れがないか）。 

※【法人用】香川県家賃応援給付金申請額 計算書が添付されているか。 

国の家賃支援給付金で申請した物件と同じ情報で計算出来ているか。 

 

※【誓約書】が添付されているか。代表者が内容を確認し、自筆で署名したか。 

□ ②国の「家賃支援給付金の給付通知」（はがき）の写し（ｵﾓﾃ面・ｳﾗ面のいずれも必要） 

  ※家賃支援給付金事務局から送付された国の「家賃支援給付金の振込のお知らせ」（はがき）の

写しが添付されているか。 

□ ③賃貸借契約書等の写し 

  ※国の家賃支援給付金の申請時に提出した賃貸借契約書、賃貸借契約等証明書の写しが添付され

ているか（香川県内に所在する物件のみ）。 

□ ④賃料等の支払い実績を証明する書類（国への申請日の直近３か月分） 

  ※国の家賃支援給付金の申請時に提出した国への申請日の直前３か月分の賃料等を支払った事実

を確認できる通帳等の写し、振込明細書、領収書、国へ提出した支払実績証明書が添付されて

いるか。 

□ ⑤賃料等の支払い実績を証明する書類（県への申請日の直近１か月分） 

  ※県への応援給付金の申請日の直前１か月分の賃料等を支払った事実を確認できる通帳等の写

し、振込明細書、領収書、支払実績証明書が添付されているか。 

□ ⑥県内に事業所を有することを証する書類の写し               

（県外に本店を置く中小法人等のみ、提出が必要となります。） 

  ※「法人県民税・事業税・特別法人事業税・地方法人特別税確定申告書」の写しが添付されてい

るか。 

□ ⑦国の家賃支援給付金の振込口座に係る通帳等の写し 

  ※国の家賃支援給付金が振り込まれた通帳の口座名義人、金融機関名、金融機関の店名、口座種

別及び口座番号が記載されたページ（通帳を開いた１・２ページ目）の写しが添付されている

か。 

※インターネットバンキング利用の場合は、国の家賃支援給付金が振り込まれた口座の口座名義

人、金融機関名、金融機関の店名、口座種別及び口座番号が記載された画面のコピーが添付さ

れているか。 
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香川県知事 殿                                申請日：令和  年  月  日 

香川県家賃応援給付金申請書（個人事業者用） 

香川県家賃応援給付金給付要綱第４条の規定により、関係書類を添えて申請します。 

【申請者】 

住所 

〒 

  

フリガナ   

氏名   

携帯電話 
  

※日中に連絡可能な電話番号を記入してください。 

E-mail   

屋号・雅号 
（無ければ無記入）   

業種 
（日本標準産業分類） 大分類   

 
 

【振込口座】※国の家賃支援給付金の振込と同じ振込口座をご記入ください。 

口座種別 
（該当に✔） □ 普通    □ 当座  

金融機関コード 
（４ケタ）     

支店コード 
（３ケタ）    

金融機関名   支店名   

口座番号         

フリガナ   

口座名義   

※金融機関コードは、支店コードは別表をご参照ください。 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

給付決定額 円  ←※給付決定額は県事務局で記入します。 

 

 

 

 

 

受付 
番号 

（※受付番号は県事務局が記入します）

（第１号様式） 
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 【
個

人
事

業
者

用
】

香
川

県
家

賃
応

援
給

付
金

申
請

額
 
計

算
書

(
1
)

Ａ

(
2
)

Ｂ
 
※

県
の

給
付

率
：

国
の

給
付

額
×

1
/
8
（

1
円

未
満

切
り

捨
て

）

(
3
)

N
o 1 2 3 4 5

①
②

(
4
)
　
算

定
基
礎
額

 
⇒
 ①

と
②

を
比

較
し

て
、

低
い

方
の

金
額

Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ
 
※

国
の

給
付

率
：

2
/
3
（

1
円

未
満

切
り

捨
て

）

Ｇ
 
※

国
の

給
付

率
：

1
/
3
（

1
円

未
満

切
り

捨
て

）

(
7
)

Ｈ
 
※

上
限

3
,
0
0
0
,
0
0
0
円

(
8
)

Ｉ
 
※

県
の

給
付

率
：

国
の

給
付

額
×

1
/
8
（

1
円

未
満

切
り

捨
て

）

(
9
)

(
5
)

(
6
)

　
国

の
給
付
通

知
「
家
賃

支
援
給
付
金

の
振
込
の

お
知
ら
せ

」
（
は
が

き
）
の
給
付

金
額

　
国

の
給
付
通

知
上
で
の

県
の
給
付
試

算
額
（
６

か
月
分
）

 
⇒
 Ａ

×
1
/
8

■
本

契
約

内
の

賃
料

等
■

賃
料

等
の

支
払

情
報

店
舗

名
等

住
所

（
香

川
県

内
に

所
在

す
る

物
件

の
み

）
用

途
(
使

用
目

的
)

①
2
0
2
0
年

３
月

3
1
日

時
点

の
賃

貸
借

契
約

書
上

の
賃

料
及

び
共

益
費

・
管

理
費

(
月

額
/
税

込
)
(
売

上
に

応
じ

て
賃

料
の

金
額

が
変

わ
る

場
合

は
2
0
2
0

年
３

月
の

支
払

実
績

)

②
国

の
家

賃
支

援
給

付
金

申
請

日
直

前
１

か
月

以
内

に
支

払
っ

た
賃

料
及

び
共

益
費

・
管

理
費

(
月

額
/
税

込
)

　
算

定
基
礎
額

Ｃ
の
う
ち

、
3
7
5
,
0
0
0
円

以
下

の
金

額

合
計

金
額

　
県

の
給
付
試

算
額
（
６

か
月
分
）
⇒

 Ｈ
×

1
/
8

　
香

川
県

家
賃

応
援

給
付

金
申

請
額

 
⇒

 
Ｂ

と
Ｉ

を
比

較
し

、
低

い
方

の
金

額

　
算

定
基
礎
額

Ｃ
の
う
ち

、
3
7
5
,
0
0
0
円

を
超

え
る

金
額

　
算

定
基
礎
額

Ｃ
の
う
ち

、
3
7
5
,
0
0
0
円
以
下
の

金
額
Ｄ
に
対

す
る
国
の

給
付
試
算

額
（
月
額

）
 
 
⇒
 Ｄ

×
2
/
3

　
算

定
基
礎
額

Ｃ
の
う
ち

、
3
7
5
,
0
0
0
円
を
超
え

る
金
額
Ｅ
に

対
す
る
国

の
給
付
試

算
額
（
月

額
）
⇒
 Ｅ

×
1
/
3

　
国

の
給
付
試

算
額
（
６

か
月
分
）
⇒
（

Ｆ
＋

Ｇ
）

×
６

Ｃ
＝
Ｄ
＋

Ｅ

①
と

②
を
比
較

し
て

、
低
い

方
の
金
額
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国
の
給
付

通
知
「

家
賃
支

援
給
付
金

の
振
込

の
お
知
ら

せ
」
（

は
が
き

）
に
記
載

さ
れ
て

い
る
給
付

金
額
を

入
力
（

記
載
）
し

て
く
だ

さ
い
。

　
な
お
、
金

額
は
円

単
位
で

入
力
（
記

載
）
し

て
く
だ
さ

い
（
以

下
、
同

じ
）
。

　
 
(
２
)
：
Ｂ

欄
に
つ

い
て
（
当

E
x
c
e
l
フ
ァ
イ
ル

を
ご
利

用
の
方
は

自
動
計

算
さ
れ

ま
す
。
）

　
Ａ
×
１
/
８
 
で
計

算
し
て

く
だ
さ
い

（
１
円

未
満
切
り

捨
て
）

。

　
・
国
に
提

出
し
た

賃
貸
借

契
約
書
等

の
う
ち

、
香
川
県

内
に
所

在
す
る

物
件
の
情

報
を
入

力
（
記
載

）
し
て

く
だ
さ

い
。

　
・
①
【
2
0
2
0
年
３

月
3
1
日

時
点
の
賃

貸
借
契

約
書
上
の

賃
料
及

び
共
益

費
・
管
理

費
（
月

額
/
税
込

）
（
売
上

に
応
じ

て
賃
料

の
金
額
が

変
わ
る

場
合
は
2
0
2
0
年
３

月
の
支

払
実
績
）

】
を

　
　
入
力
（

記
載
）

し
て
く

だ
さ
い
。

　
　
※
 
賃

貸
借
契
約

に
お
い

て
複
数

月
分
の
賃

料
を
ま

と
め
て
支

払
う
こ

と
と
さ

れ
て
い
る

場
合
は

、
当
該
賃

料
を
１

か
月
分

に
平
均
し

た
金
額

を
入
力
（

記
載
）

し
て
く

だ
さ
い
。

　
　
※
 
賃

料
が
売
上

額
に
連

動
し
て

い
る
場
合

な
ど
、

月
ご
と
に

変
動
す

る
場
合

は
、
2
0
2
0
年
３
月

に
賃
料
等

と
し
て

支
払
っ

た
金
額
を

入
力
（

記
載
）
し

て
く
だ

さ
い
。

　
・
②
【
国

の
家
賃

支
援
給

付
金
申
請

日
直
前

１
か
月
以

内
に
支

払
っ
た

賃
料
及
び

共
益
費

・
管
理
費

（
月
額

/
税
込
）

】
を
入

力
（
記
載

）
し
て

く
だ
さ
い

。

　
　
※
 
複

数
月
分
の

賃
料
等

を
ま
と

め
て
支
払

っ
て
い

る
場
合
に

は
、
国

の
給
付

金
申
請
日

の
直
前

の
支
払
い

を
１
か

月
分
に

平
均
し
た

金
額
を

入
力
（
記

載
）
し

て
く
だ

さ
い
。

　
 
(
４
)
：
Ｃ

欄
に
つ

い
て
（
当

E
x
c
e
l
フ
ァ
イ
ル

を
ご
利

用
の
方
は

自
動
計

算
さ
れ

ま
す
。
）

　
①
の
合
計

金
額
と

②
の
合

計
金
額
を

比
較
し

て
、
低
い

方
の
金

額
を
記

載
し
て
く

だ
さ
い

。

 
 
 
(
５
)
：
Ｄ

欄
と
Ｅ

欄
に
つ
い

て
（
当

E
x
c
e
l
フ

ァ
イ
ル

を
ご
利
用

の
方
は

自
動
計

算
さ
れ
ま

す
。
）

　
・
算
定
基

礎
額
Ｃ

の
う
ち

、
3
7
5
,
0
0
0
円
以
下

の
金
額

を
Ｄ
欄
に

記
載
し

て
く
だ

さ
い
。

　
・
算
定
基

礎
額
Ｃ

の
う
ち

、
3
7
5
,
0
0
0
円
を
超

え
る
金

額
を
Ｅ
欄

に
記
載

し
て
く

だ
さ
い
。

 
 
 
(
６
)
：
Ｆ

欄
と
Ｇ

欄
に
つ
い

て
（
当

E
x
c
e
l
フ

ァ
イ
ル

を
ご
利
用

の
方
は

自
動
計

算
さ
れ
ま

す
。
）

　
・
Ｆ
欄
に

は
、
Ｄ

×
２
/
３

 
で
計
算

し
た
額

（
１
円
未

満
切
り

捨
て
）

を
記
載
し

て
く
だ

さ
い
。

　
・
Ｇ
欄
に

は
、
Ｅ

×
１
/
３

 
で
計
算

し
た
額

（
１
円
未

満
切
り

捨
て
）

を
記
載
し

て
く
だ

さ
い
。

 
 
 
(
７
)
：
Ｈ

欄
に
つ

い
て
（
当

E
x
c
e
l
フ
ァ
イ
ル

を
ご
利

用
の
方
は

自
動
計

算
さ
れ

ま
す
。
）

　
（
Ｆ
＋
Ｇ

）
×
６

 
で
計
算

し
た
額

を
記
載
し

て
く
だ

さ
い
。
た

だ
し
、

上
限
3
,
0
0
0
,
0
0
0
を
超
え
る

場
合
は

、
「
3
,
0
0
0
,
0
0
0
0
」
と
記

載
し
て
く

だ
さ
い

。

 
 
 
(
８
)
：
I
 
欄
に
つ

い
て
（
当

E
x
c
e
l
フ
ァ
イ
ル

を
ご
利

用
の
方
は

自
動
計

算
さ
れ

ま
す
。
）

　
Ｈ
×
１
/
８
 
で
計

算
し
た

額
（
１
円

未
満
切

り
捨
て
）

を
記
載

し
て
く

だ
さ
い
。

 
 
 
(
９
)
：
香

川
県
家

賃
応
援
給

付
金
申

請
額
 
に

つ
い
て

（
当
E
x
c
e
l
フ
ァ
イ

ル
を
ご

利
用
の

方
は
自
動

計
算
さ

れ
ま
す
。

）

　
Ｂ
の
金
額

と
Ｉ
の

金
額
を

比
較
し
て

、
低
い

方
の
金
額

を
記
載

し
て
く

だ
さ
い
。

　
 
(
３
)
：
物

件
情
報

に
つ
い
て

　
 
(
１
)
：
Ａ

欄
に
つ

い
て

■
入

力
（

記
載

）
手

順
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 【誓約書】 

香川県家賃応援給付金申請をするに当たり、下記の内容について誓約します。 

・応援給付金の受給後も、事業を継続する意思があります。 

・給付対象条件を満たしています。 

・賃貸借契約等に基づいて、自ら営む事業のために他者の所有する土地又は建物を使

用及び収益しています。 

・申請に係る土地又は建物を他者に転貸していません。 

・申請に係る土地又は建物が転貸を制限する条項に違反していることを、契約時に認

識していませんでした。 

・法律上の原因なく又は違法に土地又は建物を使用及び収益していません。 

・申請に係る土地又は建物に関し、自己取引及び親族間取引を行っていません。 

・この申請書の記載内容は、事実に相違ありません。 

・過去に応援給付金の給付を受けておりません。 

・香川県知事から検査・報告・是正のための措置の求めがあった場合は、これに応じ

ます。 

・この申請書に虚偽の記載があった場合は、香川県知事の求めに従い、応援給付金の

全額を即時返還するとともに、加算金等の支払いに応じます。 

・香川県補助金等交付規則第５条の２各号(※)に掲げる者のいずれにも該当しませ

ん。 

 

代表者・氏名               
                      （代表者が自筆で署名してください。） 

 

※香川県補助金等交付規則（平成 15 年香川県規則第 28 号）第５条の２は下記のとおりです。必

ず内容を確認して申請書に署名してください。 

知事は、前条の規定にかかわらず、補助金等の交付の申請をした者が次の各号のいずれかに

該当することが判明したときは、知事が別に定める場合を除き、補助金等の交付の決定をしな

いものとする。 

(1) 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 ３年法律第 77 号）

第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。） 

(2) 暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する

暴力団員をいう。以下同じ。） 

(3) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有すると認められる者 
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【提出書類の確認】 

必要書類が添付されていることをご確認のうえ、□に✔を付けてください。 

□ ①香川県家賃応援給付金申請書（第１号様式） 

※すべての項目を記載しているか（記入漏れがないか）。 

※【個人事業者用】香川県家賃応援給付金申請額 計算書が添付されているか。 

国の家賃支援給付金で申請した物件と同じ情報で計算出来ているか。 

※【誓約書】が添付されているか。代表者が内容を確認し、自筆で署名したか。 

□ ②国の「家賃支援給付金の給付通知」（はがき）の写し（ｵﾓﾃ面・ｳﾗ面のいずれも必要） 

  ※家賃支援給付金事務局から送付された国の「家賃支援給付金の振込のお知らせ」（はがき）の

写しが添付されているか。 

□ ③賃貸借契約書等の写し 

  ※国の家賃支援給付金の申請時に提出した賃貸借契約書、賃貸借契約等証明書の写しが添付され

ているか（香川県内に所在する物件のみ）。 

□ ④賃料等の支払い実績を証明する書類（国への申請日の直近３か月分） 

  ※国の家賃支援給付金の申請時に提出した国への申請日の直前３か月分の賃料等を支払った事実

を確認できる通帳等の写し、振込明細書、領収書、国へ提出した支払実績証明書が添付されて

いるか。 

□ ⑤賃料等の支払い実績を証明する書類（県への申請日の直近１か月分） 

  ※県への応援給付金の申請日の直前１か月分の賃料等を支払った事実を確認できる通帳等の写

し、振込明細書、領収書、支払実績証明書が添付されているか。 

□ ⑥国の家賃支援給付金が振り込まれた通帳等の写し 

  ※国の家賃支援給付金が振り込まれた通帳の口座名義人、金融機関名、金融機関の店名、口座種

別及び口座番号が記載されたページ（通帳を開いた１・２ページ目）の写しが添付されている

か。 

※インターネットバンキング利用の場合は、国の家賃支援給付金が振り込まれた口座の口座名義

人、金融機関名、金融機関の店名、口座種別及び口座番号が記載された画面のコピーが添付さ

れているか。 

□ ⑦本人確認書類の写し 

   ※住所、氏名が確認できる、運転免許証（両面）、住民票、個人番号カード（オモテ面のみ）、在

留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書（両面）の写し等が添付されているか。 
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（第２号様式） 

 

国の家賃支援給付金給付通知の紛失等申立書 

 

 

 私は、香川県家賃応援給付金の申請に必要な国の家賃支援給付金給付通知書

を（ 紛失 ・ き損 ）したため、申請書に添付できませんが、確かに給付を受けまし

たので、申し立ていたします。 

 

【添付書類】 

１．国の家賃支援給付金の給付を受けたことが記帳された通帳等の写し 

２．国の家賃支援給付金の「マイページ」の写し（国の申請番号と申請者名が記載された画面の

コピー） 

 

 

香 川 県 知 事  殿 

 

令和   年   月   日 

 

本店所在地又は住所                        

 

会社名又は名称                          

 

代表者職・氏名                          

（※第 1 号様式の記載と同一であること） 
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